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本市では、昭和６３年１１月に最初の市営自動車駐車場であ

る相模大野立体駐車場の供用を開始し、その後もモータリゼー

ションの進展とまちの将来的発展を見据え駐車場整備に関す

る施策を進めてまいりました。 
現在、橋本駅、相模原駅、相模大野駅、小田急相模原駅の周

辺に６つの市営駐車場を設置しておりますが、近年、カーシェ

アリングの普及や免許返納者の増加など、人々の意識や生活の

変化等によって駐車需要は減少傾向にあります。 
一方で、橋本駅南口のリニア中央新幹線の開業を見据えたま

ちづくりや、相模原駅北口の相模総合補給廠一部返還地におけ

るまちづくり、相模大野駅北口の既存の都市基盤を生かしたま

ちづくりなど、新たにまちづくりが進められる中で駐車需要の

変化が見込まれる地区もあります。 
こうした駐車場をとりまく周辺環境等の変化を捉え、これま

での駐車場整備に関する方針や施策を見直すとともに市営自

動車駐車場を計画的かつ合理的に経営するため、このたび「相

模原市駐車場ビジョン」を策定いたしました。 
今後は本ビジョンに基づき、これまでの量的な目標を立てて

充足させる整備から質的な整備に転換することで、多様な駐車

需要に応え、環境問題やバリアフリー等にも配慮した整備を目

指す駐車場施策を展開してまいります。 
結びとなりますが、本ビジョンの策定にあたりお力添えをい

ただきました相模原市駐車場ビジョン検討委員会委員の皆様、

貴重なご意見等をいただきました市民の皆様に心から感謝を

申し上げます。 
令和５年１１月  相模原市長 本村 賢太郎 

はじめに 
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 駐車場ビジョン策定の目的 
本市では、自動車駐車場の整備に関する調査等に基づき、都市計画に３か所の駐車場整備地区を

定め、昭和６３年から平成２５年までの約３０年間に、同地区及び高度利用地区内に６施設の市営

自動車駐車場を設置しました。 
しかし、近年駐車場を取り巻く周辺環境等が大幅に変化しているため、市営自動車駐車場を設置

している４地区を対象として、民間駐車場も含めた駐車場整備に関する基本的な方針、施策等を見

直します。また、方針、施策等を踏まえ、市営自動車駐車場の中長期的な運営の見通しを示すため、

相模原市駐車場ビジョン（以下「駐車場ビジョン」）を策定します。 
 

 【過去の駐車場整備に関する調査・計画】 
年月 名称 主な内容 

昭和５８年３月 駐車場整備基本方針等策定調査 
駐車場整備に関する基本方針の策定及び駐車

場整備を必要とする地区の抽出のための調査 

昭和６２年３月 駐車場整備計画策定調査 

駐車場整備地区の設定、附置義務制度の創設、

駐車場供給策の方向付け等整備計画の内容に

ついての総合的な検討のための調査 

平成６年３月 駐車場基本計画策定調査 

駐車場法等の改正に伴う、公民一体となった

駐車施設の整備・確保への取組の見直し並び

に市街地整備の動向及び目標を踏まえた駐車

施設整備のあり方、基本方針等の再検討のた

めの調査 

平成１３年３月 相模大野地区駐車場整備計画 
再開発に伴い策定した相模大野駐車場整備地

区内の整備計画 

平成１８年１月 相模大野地区駐車場整備計画（改定） 
再開発の内容変更に伴い改定した相模大野駐

車場整備地区内の整備計画 

 
 【駐車場の分類】 
  一般に駐車場といわれるものを分類すると概ね次のとおりです。 

 
国土交通省 令和４年度第１回まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会（Ｒ４．１０．５）会議資料３を参考に作成 

車を
駐める場所

保管場所

駐車場所

道路の
路面外

一般公共の
用に供する

附置義務駐車場（駐車場法）

届出駐車場（駐車場法）
５００㎡以上の有料時間貸駐車場

その他の路外駐車場
500㎡未満の有料時間貸駐車場等

都市計画駐車場（都市計画法、駐車場法）

道路管理者が整備する駐車場（道路法・駐車場法等）
（道の駅など）

専用的に
利用される

附置義務駐車場（駐車場法）

専用駐車場

道路の
路面上

一般公共の
用に供する

路上駐車場（道路法、駐車場法）

パーキングチケット・パーキングメータ（道路交通法）
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【市営自動車駐車場を設置している地区】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区名 都市計画で指定している地区 市営自動車駐車場

設置数 

①相模大野地区 相模大野駐車場整備地区 
高度利用地区（相模大野駅西側地区） ２ 

②橋本地区 橋本駅周辺駐車場整備地区 
高度利用地区（橋本駅北口地区、橋本駅北口Ｃ地区） ２ 

③相模原地区 相模原駐車場整備地区 １ 

④小田急相模原地区 高度利用地区（小田急相模原駅北口地区、小田急相模

原駅北口Ｂ地区） １ 

  

■駐車場整備地区とは 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）上の商業地域、近隣商業地域等の区域内において自動車交通が著し

くふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用

を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域として都市計画に定める地区 

■高度利用地区とは 

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率

の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を

定める地区 

図１ 市営自動車駐車場を設置している地区 

■都市計画駐車場 

都市計画法第１１条で都市計画に定めることができるとされる都市施設の一つ。一般的に駐車場整備地区内に

設置し、地区の駐車需要に対応して一般公共の用に供する駐車場。 
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 駐車場ビジョンの位置付け及び構成 
相模原市総合計画及び相模原市都市計画マスタープランを上位計画とし、相模原市総合都市交通

計画等の関連計画と整合を図り、策定するものです。 
なお、駐車場ビジョンのうち駐車場整備計画は、駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第４条

に基づく駐車場整備計画として定めるものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 駐車場ビジョンの計画期間 
駐車場ビジョンは、令和５年１１月から令和１５年３月までの約１０年間を計画期間としますが、

相模原市総合計画基本計画（第２次相模原市まち・ひと・しごと創生総合戦略）の計画期間と合わ

せて令和９年度に見直しを行います。また、各関連計画に変更等が生じた際は、必要に応じて全体

を見直します。  

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

           

           

           

相模原市総合計画（基本構想・基本計画） 

相模原市都市計画マスタープラン 

 
相模原市立地適正化計画 

相模原市駐車場ビジョン 

 
Ⅰ 駐車場基本計画 

駐車場整備の方針や駐車場整備地区の考え方を示す計画 

Ⅱ 駐車場整備計画 
駐車場整備地区における具体的な施策を示す計画 

Ⅲ 駐車場整備事業経営戦略 
Ⅰ、Ⅱを踏まえた市営自動車駐車場の中長期的な財政計画 

都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 

 

根拠法令 

駐車場法第４条 

相模原市総合都市交通計画 

相模原市広域交流拠点整備計画 

第３次相模原市環境基本計画 

第２次相模原市地球温暖化対策計画 

第８期相模原市高齢者保健福祉計画 

等 

相模原市総合計画基本構想／相模原市都市計画マスタープラン／ 

相模原市立地適正化計画（令和２年から概ね２０年） 

相模原市総合計画基本計画 

（令和２～９年度）【１０年間】 

相模原市駐車場ビジョン（令和５年１１月～１５年３月）【１０年間】 

見直し 見直しを反映させた駐車場ビジョン 

新しい基本計画 

   


